
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 情報交流や人間関係の形成を仮想世界上でサポートす
る情報交流・人間関係形成支援装置であって、
　

　ユーザ端末からメタデータを取り出すメタデータ取得手段と、
　２以上のユーザ端末から取得されたメタデータ間の一致検索を行なう一致検索手段と、
　 一致検索結果を 提示する一致検索結果提示手段と、
を具備することを特徴とする情報交流・人間関係形成支援装置。
【請求項２】
　前記メタデータ取得手段は、対象となるユーザのうち最も高いセキュリティ・レベルに
合わせてメタデータを取得する、
ことを特徴とする請求項 に記載の情報交流・人間関係形成装置。
【請求項３】
　ユーザ端末と通信を行なう際に所定の暗号方式を用いて認証手順を実行する認証手段を
さらに備える、
ことを特徴とする請求項 に記載の情報交流・人間関係形成装置。
【請求項４】

10

20

JP 4002150 B2 2007.10.31

ユーザ端末を所持するユーザ間の

ユーザ端末は、ユーザが訪れた場所及びその場所が何であるかを示す情報を含むメタデ
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　 情報交流や人間関係の形成を仮想世界上でサポートす
る情報交流・人間関係形成支援方法であって、
　

　ユーザ端末からメタデータを取り出すメタデータ取得ステップと、
　２以上のユーザ端末から取得されたメタデータ間の一致検索を行なう一致検索ステップ
と、
　 一致検索結果を 提示する一致検索結果提示ステップと、
を具備することを特徴とする情報交流・人間関係形成支援方法。
【請求項５】
　前記メタデータ取得ステップでは、対象となるユーザのうち最も高いセキュリティ・レ
ベルに合わせてメタデータを取得する、
ことを特徴とする請求項 に記載の情報交流・人間関係形成方法。
【請求項６】
　

情報通信装置であって、
　無線データを送受信する無線通信部と、
　前記無線通信部で受信される、当該装置のユーザがその場所を訪れたこと、その場所が
何であるかを示す情報を含むメタデータを格納するメタデータ格納部と、
　前記メタデータ格納部へのメタデータの保管を管理する中央制御部とを備え、
　前記中央制御部は、前記メタデータ格納部をセキュリティ・レベル及びカテゴリ毎に仕
分けし、前記無線通信部を介して取得したメタデータをセキュリティ・レベル及びカテゴ
リが適合する領域に格納するとともに、外部からのアクセス要求に対して、セキュリティ
・レベル及びカテゴリが適合する格納領域からメタデータを取り出して供給する、
ことを特徴とする情報通信装置。
【請求項７】
　前記メタデータ格納部に装置ユーザがメタデータを直接書き込むためのユーザ入力部を
さらに備える、
ことを特徴とする請求項 に記載の情報通信装置。
【請求項８】
　前記中央制御部は、比較的安全な通信路を介して伝送されたデータにはより高いセキュ
リティ・レベルを設定するとともに、それ以外の伝送データに対してより低いセキュリテ
ィ・レベルを設定する、
ことを特徴とする請求項 に記載の情報通信装置。
【請求項９】
　前記中央制御部は、セキュリティ・レベルに基づいて取得したメタデータをどこまで公
開すべきかという基準を決定する、
ことを特徴とする請求項 に記載の情報通信装置。
【請求項１０】
　前記メタデータ格納部から取り出したメタデータを要求元が要求するフォーマットに変
換するフォーマット設定部をさらに備える、
ことを特徴とする請求項 に記載の情報通信装置。
【請求項１１】
　

情報通信方法であって、
　無線信号として送出される、ユーザがその場所を訪れたこと、その場所が何であるかを
示す情報を含むメタデータを取得するメタデータ取得ステップと、
　取得したメタデータをメタデータ・メモリ上のセキュリティ・レベル及びカテゴリが適
合する領域に格納するメタデータ保存ステップと、
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ユーザ端末を所持するユーザ間の

ユーザ端末は、ユーザが訪れた場所及びその場所が何であるかを示す情報を含むメタデ
ータを実世界上に設置された送信機から受信して、セキュリティ・レベル及びカテゴリ毎
に仕分けして格納しており、

メタデータの ユーザに

４

請求項１に記載の情報交流・人間形成支援装置に対してメタデータを送信するユーザ端
末として動作する

６

６

６

６

請求項１に記載の情報交流・人間形成支援装置に対してメタデータを送信するユーザ端
末として動作するための



　外部からのアクセス要求に対して、メタデータ・メモリ上のセキュリティ・レベル及び
カテゴリが適合する格納領域からメタデータを取り出して供給するメタデータ読み出しス
テップと、
を具備することを特徴とする情報通信方法。
【請求項１２】
　前記メタデータ保存ステップでは、ユーザが直接書き込んだデータを保存する、
ことを特徴とする請求項 に記載の情報通信方法。
【請求項１３】
　比較的安全な通信路を介して伝送されたデータにはより高いセキュリティ・レベルを設
定するとともに、それ以外の伝送データに対してより低いセキュリティ・レベルを設定す
るセキュリティ・レベル設定ステップをさらに備える、
ことを特徴とする請求項 に記載の情報通信方法。
【請求項１４】
　前記メタデータ・メモリから取り出したメタデータを要求元が要求するフォーマットに
変換するフォーマット設定ステップをさらに備える、
ことを特徴とする請求項 に記載の情報通信方法。
【請求項１５】
　

ための情報通信処理をコンピュータ・システム上で実行するようにコン
ピュータ可読形式で記述されたコンピュータ・プログラムであって、前記コンピュータ・
システムに対し、
　無線信号として送出される、ユーザがその場所を訪れたこと、その場所が何であるかを
示す情報を含むメタデータを取得するメタデータ取得手順と、
　取得したメタデータをメタデータ・メモリ上のセキュリティ・レベル及びカテゴリが適
合する領域に格納するメタデータ保存手順と、
　外部からのアクセス要求に対して、メタデータ・メモリ上のセキュリティ・レベル及び
カテゴリが適合する格納領域からメタデータを取り出して供給するメタデータ読み出し手
順と、
を実行させることを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【請求項１６】
　 情報交流や人間関係の形成を仮想世界上でサポートす
るための処理をコンピュータ・システム上で実行するようにコンピュータ可読形式で記述
されたコンピュータ・プログラムであって、前記コンピュータ・システムに対し、
　

　ユーザ端末からメタデータを取り出すメタデータ取得手順と、
　２以上のユーザ端末から取得されたメタデータ間の一致検索を行なう一致検索手順と、
　 一致検索結果を 提示する一致検索結果提示手順と、
を実行させることを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、人と人とが情報や意見などを交換する手段として用いる情報通信装置及び情報
通信方法、情報交流・人間関係形成支援システム及び情報交流・人間関係形成支援方法、
並びにコンピュータ・プログラムに係り、特に、情報交流の他、人間関係の形成をサポー
トするコミュニケーション手段を提供する情報通信装置及び情報通信方法、情報交流・人
間関係形成支援システム及び情報交流・人間関係形成支援方法、並びにコンピュータ・プ
ログラムに関する。
【０００２】
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請求項１に記載の情報交流・人間形成支援装置に対してメタデータを送信するユーザ端
末として動作する

ユーザ端末を所持するユーザ間の

ユーザ端末は、ユーザが訪れた場所及びその場所が何であるかを示す情報を含むメタデ
ータを実世界上に設置された送信機から受信して、セキュリティ・レベル及びカテゴリ毎
に仕分けして格納しており、

メタデータの ユーザに



さらに詳しくは、本発明は、仮想世界経由のコミュニケーションの際に対面式で得られる
情報交流や人間関係の形成をサポートする情報通信装置及び情報通信方法、情報交流・人
間関係形成支援システム及び情報交流・人間関係形成支援方法、並びにコンピュータ・プ
ログラムに関する。
【０００３】
【従来の技術】
昨今、情報処理や情報通信などのコンピューティング技術が飛躍的に向上し、コンピュー
タ・システムが広汎に普及してきている。さらに、コンピュータどうしを相互接続するネ
ットワーク・コンピューティング技術に対する要望も高まってきている。ネットワーク接
続環境下では、コンピュータ資源の共有や、情報の共有・流通・配布・交換などの協働的
作業を円滑に行なうことができる。
【０００４】
また、近い将来には、「つながりたくなくてもつながってしまう」という時代の到来が予
測される。例えば、ブロードバンド（ＢｒｏａｄＢａｎｄ）を始めとする現在のネットワ
ークが帯域の問題やユーザの意図を前提とするのに対し、ユーザがどこに移動しても同じ
ように（すなわち、整合性を保ちながら）計算機資源を利用可能な環境が用意されるであ
ろう。
【０００５】
これは、作業環境に依存しない接続方式であることから、「ユビキタス（ Ubiquitous）・
ネットワーク」あるいは「環境ネットワーク」とも呼ばれ、モバイル、常時接続、バリア
フリー・インターフェースなどの複数の技術を組み合わせることによって実現される。
【０００６】
現在の社会環境では、産業活動、日常生活を問わず多くの人々がさまざまな場面でコンピ
ュータの恩恵を受けている。したがって、ユビキタス・ネットワークは、夢の世界を実現
するための１つの構成要素と言ってもよい。例えば、産業界においてはどこにいても客か
らの商品の注文を受けることができ、一般消費者（ユーザ）においてはいつでも所望のコ
ンテンツの提供を受けることができる。
【０００７】
このユビキタス・ネットワークによって流通コンテンツが大容量化すると、人々のコミュ
ニケーションはリッチになり、リアルな世界に近づいていくことは間違いない。さらに言
えば、現在の電子メールに続く新たなコミュニケーションのスタイルを創造し、普及させ
ていく可能性がある。
【０００８】
過去１０年、シリコン・バレーの奥様方の最も欲しいものは家庭内の壁一面に行きたい場
所の風景が映し出される "Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｗａｌｌ "であるという。これも近い将来には
かなりリアルなシステムになっていくことであろう。すなわち、各企業の技術の流れは "
Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ "の追求に向けられていくであろう。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
コンピュータが生活に深く浸透し、ユビキタス・ネットワークの構築が進む現在、電子メ
ールは手軽で効率的なコミュニケーションの手段として既に広範に普及している。
【００１０】
電子メールは、人間関係のわずらわしさを避けながら画面でやり取りできる便利さ、そし
て「隙間の時間」を気軽に生めることができることから、とりわけ都会に住む若者を中心
に爆発的に普及した。また、海外の知人とのやり取りを時差に関係なく行なえるという利
便性がある。電子メールは間違いなく現代人の生活に適合している。
【００１１】
一方、ＩＴ（情報技術）の普及により交流がデジタル化された結果、表面的な人付き合い
を維持するには便利になった反面、人間関係が何らかの形で変容若しくは希薄化してしま
っているという側面がある。言い換えれば、現代人はやがて対面式のコミュニケーション
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の機会を減少させ、コミュニケーションをすべて仮想世界を介して行うようになってしま
うのではないか、という危惧がある。
【００１２】
本発明は上述したような技術的並びに社会的課題を鑑みたものであり、その主な目的は、
情報交流の他、人間関係の形成を好適にサポートすることができる、優れたコミュニケー
ション手段を提供する情報通信装置及び情報通信方法、情報交流・人間関係形成支援シス
テム及び情報交流・人間関係形成支援方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供する
ことにある。
【００１３】
本発明のさらなる目的は、仮想世界経由のコミュニケーションの際に対面式で得られる情
報交流や人間関係の形成を好適にサポートすることができる、優れたコミュニケーション
手段を提供する情報通信装置及び情報通信方法、情報交流・人間関係形成支援システム及
び情報交流・人間関係形成支援方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することに
ある。
【００１４】
【課題を解決するための手段及び作用】
　本発明は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第１の側面は、情報交流や人
間関係の形成をサポートする情報通信装置であって、
　無線データを送受信する無線通信部と、
　前記無線通信部で受信される、

メタデータを格納するメタデータ格納部と、
　前記メタデータ格納部へのメタデータの保管を管理する中央制御部とを備え、
　前記中央制御部は、前記メタデータ格納部をセキュリティ・レベル及びカテゴリ毎に仕
分けし、前記無線通信部を介して したメタデータをセキュリティ・レベル カテゴ
リが適合する領域に格納するとともに、外部からのアクセス要求に対して、セキュリティ
・レベル及びカテゴリが適合する格納領域からメタデータを取り出して供給する、
ことを特徴とする情報通信装置である。
【００１５】
　また、本発明の第２の側面は、情報交流や人間関係の形成をサポートする情報通信方法
であって、
　

　取得したメタデータをメタデータ・メモリ上のセキュリティ・レベル カテゴリが適
合する領域に格納するメタデータ保存ステップと、
　外部からのアクセス要求に対して、メタデータ・メモリ上のセキュリティ・レベル
カテゴリが適合する格納領域からメタデータを取り出して供給するメタデータ読み出しス
テップと、
を具備することを特徴とする情報通信方法。
である。
【００１６】
　また、本発明の第３の側面は、情報交流や人間関係の形成を仮想世界上でサポートする
情報交流・人間関係形成支援装置又は方法であって、
　ユーザ端末から

メタデータを取り出すメタデー
タ取得手段又はステップと、
　２以上のユーザ端末から取得されたメタデータ間の一致検索を行なう一致検索手段又は
ステップと、
　該一致検索結果を提示する一致検索結果提示手段又はステップと、
を具備することを特徴とする情報交流・人間関係形成支援装置又は方法である。
【００１７】
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当該装置のユーザがその場所を訪れたこと、その場所が
何であるかを示す情報を含む

取得 及び

無線信号として送出される、ユーザがその場所を訪れたこと、その場所が何であるかを
示す情報を含むメタデータを取得するメタデータ取得ステップと、

及び

及び

、ユーザがその場所を訪れたこと、その場所が何であるかを示す情報を
含み、セキュリティ・レベル及びカテゴリ毎に分類できる



但し、ここで言う「システム」とは、複数の装置（又は特定の機能を実現する機能モジュ
ール）が論理的に集合した物のことを言い、各装置や機能モジュールが単一の筐体内にあ
るか否かは特に問わない。
【００１８】
また、ここで言うメタデータは、ユーザが携行する情報通信装置に対して、ユーザがその
場所を訪れたこと、その場所が何であるかというログに相当するメタデータ形式の情報で
あり、街角や映画館など実世界上の随所に設置されている送信機から送出されている。
【００１９】
また、本発明に係る情報通信装置は、例えばカード型あるいはその他の小型・軽量で携行
性に富むフォーム・ファクタとして構成され、あるいはＰＤＡや携帯電話などその他の携
帯型機器の中に組み込まれている。
【００２０】
したがって、ユーザは、本発明に係る情報通信装置を携帯して行動することにより、情報
通信装置には、ユーザの実世界上での活動やその他のユーザに関連する履歴情報（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｈｉｓｔｏｒｙ）が蓄積されていき、この結果、ユーザを識別又は特定する
ための装置、すなわちＵｓｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｙ　Ｍｏｄｕｌｅ（ＵＩＭ）として機能
することができる。
【００２１】
このように情報通信装置に蓄積されている情報を利用して、キャリア・プランニング（Ｃ
ａｒｒｉｅｒ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ）、認証（Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、情報交流（
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などに役立てることができる。
【００２２】
そして、本発明に係る情報交流・人間関係形成支援システムは、あるユーザの情報通信装
置からデータを取り出して、他のユーザの情報通信機器からのデータとの一致検索を行な
う。そして、この一致検索結果を各ユーザに提示することにより、仮想世界経由で実世界
相当の情報交流や人間形成を好適にサポートすることができる。
【００２３】
これは実に単純なシステムであるが、心理学的な裏付けが存在する。心理学的には、対人
関係は、出会い→実験→関係強化→統合→結束の５段階で発展していくと考えられるが、
特に重要なのは２番目の「実験」段階である。すなわち、「実験」の段階では、通常なら
世間話や表面的なおしゃべりを通して相手のことを探り合い、自分を抑制しないで済むよ
うな、相手との共通の話題にできる趣味や問題を探しながら、ここからその後の対人関係
の発展を判断する。
【００２４】
対面式のコミュニケーションには不慣れな現代人にとっては、相手との共通の話題を見つ
ける前に自分から諦めてバリアを張ってしまうことが往々にしてあるが、本発明によれば
、共通の話題というこのポイントを突破することにより、あとは表面的なコミュニケーシ
ョンが次第に内面的なコミュニケーションへと進展して、豊かな情報交換ができるように
なれば、さらに次の「関係強化」の段階に進むべきかどうかを容易且つ正確に判断するこ
とができる。
【００２５】
本発明に係る情報通信装置は、前記メタデータ格納部に装置ユーザがメタデータを直接書
き込むためのユーザ入力部をさらに備えていてもよい。このような場合、ユーザは、何か
イベントがあると直接出来事を入力することにより、日記代わりに情報通信装置を利用す
ることができる。
【００２６】
また、ユーザが街角など実世界上の随所で受信するメタデータの蓄積結果は、個人情報で
ありプライバシーに関わる。このため、本発明に係る情報通信装置又は情報通信方法にお
いてメタデータを格納する際に、比較的安全な通信路を介して伝送されたデータにはより
高いセキュリティ・レベルを設定するとともに、それ以外の伝送データに対してより低い
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セキュリティ・レベルを設定するようにしてもよい。
【００２７】
また、本発明に係る情報通信装置又は情報通信方法は、前記メタデータ格納部に蓄積され
ているユーザの過去情報を基に、例えばユーザに対応した仮想的な人格（Ｖｉｒｔｕａｌ
　Ｐｅｒｓｏｎ）とも言うべきキャラクタすなわち "Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ "を育成させても
よい。このような場合、ユーザが情報通信機器を携行することで、Ｃｏｍｐａｎｉｏｎは
、ユーザとともに成長する。
【００２８】
また、セキュリティ・レベルとは、自分の過去をどこまで公開すべきであるかという基準
を決めるものであり、親密な関係であれば同じ情報のセキュリティ・レベルを下げてもよ
い。また、本発明に係る情報交流・人間関係形成支援システムにおいて、前記一致検索手
段又はステップは、一致検索は、どちらかレベルの高いほうに合わせて行なうようにして
もよい。
【００２９】
　また、本発明の第４の側面は、情報交流や人間関係の形成をサポートするための情報通
信処理をコンピュータ・システム上で実行するようにコンピュータ可読形式で記述された
コンピュータ・プログラムであって、 、
　

　取得したメタデータをメタデータ・メモリ上のセキュリティ・レベル カテゴリが適
合する領域に格納するメタデータ保存 と、
　外部からのアクセス要求に対して、メタデータ・メモリ上のセキュリティ・レベル及び
カテゴリが適合する格納領域からメタデータを取り出して供給するメタデータ読み出し

と、
を ことを特徴とするコンピュータ・プログラムである。
【００３０】
　また、本発明の第５の側面は、情報交流や人間関係の形成を仮想世界上でサポートする
ための処理をコンピュータ・システム上で実行するようにコンピュータ可読形式で記述さ
れたコンピュータ・プログラムであって、
　ユーザ端末から

メタデー
タ取得 と、
　２以上のユーザ端末から取得されたメタデータ間の一致検索を行なう一致検索 と、
　該一致検索結果を提示する一致検索結果提示手順と、
を ことを特徴とするコンピュータ・プログラムである。
【００３１】
本発明の第４並びに第５の各側面に係るコンピュータ・プログラムは、コンピュータ・シ
ステム上で所定の処理を実現するようにコンピュータ可読形式で記述されたコンピュータ
・プログラムを定義したものである。換言すれば、本発明の第３並びに第４の各側面に係
るコンピュータ・プログラムをコンピュータ・システムにインストールすることによって
、コンピュータ・システム上では協働的作用が発揮され、本発明の第１及び第２の各側面
に係る情報通信装置又は情報通信方法、又は本発明の第３の側面に係る情報交流・人間関
係形成支援システム又は情報交流・人間関係形成支援方法の各々と同様の作用効果を得る
ことができる。
【００３２】
本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施形態や添付する図面に基
づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【００３３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳解する。
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示す情報を含むメタデータを取得するメタデータ取得手順と、
及び

手順

手
順

実行させる

前記コンピュータ・システムに対し、
、ユーザがその場所を訪れたこと、その場所が何であるかを示す情報を

含み、セキュリティ・レベル及びカテゴリ毎に分類できるメタデータを取り出す
手順

手順

実行させる



【００３４】

本発明は、仮想世界経由のコミュニケーションの際に対面式で得られる情報交流や人間関
係の形成を好適にサポートすることものである。より具体的には、メモリを内蔵させたユ
ーザ携行型の情報通信機器を媒介として、ユーザの個人情報あるいはユーザに関連するそ
の他の実世界情報を情報通信機器に逐次取り込んでいくとともに、その情報通信機器から
データを取り出して、他のユーザの情報通信機器からのデータとの一致検索を行なうこと
により、仮想世界経由で実世界相当の情報交流や人間形成をサポートする。
【００３５】
図１には、本発明に適用される情報通信機器１の機能構成を模式的に示している。同図に
示すように、情報通信機器１は、アンテナ１１と、無線通信部１２と、中央制御部１３と
、ＲＡＭ（ Random Access Memory）１４と、メタデータ・メモリ１５と、ユーザ入力イン
ターフェース１６と、セキュリティ・レベル設定インターフェース１７とで構成される。
【００３６】
無線通信部１２は、アンテナ１１を介した無線データの変復調、符号化／復号化などの送
受信処理を行なう。ここで言う無線通信には、例えばＲＦ－ＩＦや、ＩＣカードで利用さ
れる電磁誘導作用に基づく非接触データ通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの近接データ通信
方式を採用することができる。
【００３７】
中央制御部１３は、所定のプログラム・コードを実行することにより、データ送受信処理
、メタデータのメモリ管理など、機器１全体の動作を統括的にコントロールする。
【００３８】
ＲＡＭ１４は、中央制御部１３の作業メモリとして、あるいは送受信データのバッファと
して作用する。
【００３９】
メタデータ・メモリ１５は、中央制御部１３の管理下で、アンテナ１１及び無線通信部１
２を介して得られる実世界情報の保管を行なう。
【００４０】
実世界には、情報通信機器１に実世界情報を与える送信機（図示しない）が散在している
。これら送信機は、ユーザが携行する情報通信機器１に対して、ユーザがその場所を訪れ
たこと、その場所が何であるかなどのログに相当するメタデータ形式の情報を提供する。
この種の情報は、用途や目的などを表すカテゴリを持つとともに、ユーザの私的活動（プ
ライバシー）に関わることからセキュリティ・レベルを持つ。
【００４１】
図２には、メタデータ・メモリ１５が持つ記憶空間の構成を模式的に示している。同図に
示すように、この記憶空間はカテゴリ別及びセキュリティ・レベル別に区画されている。
アンテナ１１及び無線通信部１２を介して送信機から実世界情報を得ると、中央制御部１
３の管理下で、この記憶空間の該当する区画に保管される。また、メタデータ・メモリ１
５からデータを読み出す際には、所定の認証手続きにより許可されたセキュリティ・レベ
ルまでの範囲で、一致検索などにより該当するカテゴリのデータのみがこの記憶空間から
取り出され、無線通信部１２及びアンテナ１１を介して送出する。
【００４２】
ユーザ入力インターフェース１６は、キーやボタン、タッチパッドなどで構成され、ユー
ザからの文字ベース若しくはその他の形式の入力データを受容する。ユーザは、このユー
ザ入力インターフェース１６を介して実世界情報をメタデータ・メモリ１５内の所定の区
画に直接書き込んだり、一旦メタデータ・メモリ１５に保存された内容を編集・消去した
りすることができる。
【００４３】
セキュリティ・レベル設定インターフェース１７は、メタデータ・メモリ１５の記憶空間
を区画管理するセキュリティ・レベルの設定並びにその変更を行なうためのインターフェ

10

20

30

40

50

(8) JP 4002150 B2 2007.10.31

Ａ．システム構成



ースである。
【００４４】
そして、情報通信装置１は、実世界上に散在している送信機から、ユーザがその場所を訪
れたこと、その場所が何であるかなどのログに相当するメタデータ形式の情報を受信する
と、メタデータ・メモリ１５内に逐次書き込んでいく。携帯型の情報通信装置１には、ユ
ーザの実世界上での活動やその他のユーザに関連する履歴情報（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈｉ
ｓｔｏｒｙ）が蓄積されていき、この結果、ユーザを識別又は特定するための装置、すな
わちＵｓｅｒ　ＩｄｅｎｔｉｆｙＭｏｄｕｌｅ（ＵＩＭ）として機能することができる。
【００４５】
図３には、ユーザが直接メタデータ・メモリ１５に情報を書き込むための動作手順をフロ
ーチャートの形式で示している。この動作手順は、実際には、所定のプログラム・コード
を実行中の中央制御部１３がユーザ入力インターフェース１６を介したユーザ・インタラ
クションを処理するという形態で実現される。
【００４６】
まず、ユーザがユーザ入力インターフェース１６を用いて出来事を直接入力する（ステッ
プＳ１）。
【００４７】
次いで、手入力の際に設定されたセキュリティ・レベルを確認する（ステップＳ２、Ｓ３
）。
【００４８】
手入力によるセキュリティ・レベルが必ずレベル２と設定されていれば、入力データをレ
ベル２としてメタデータ・メモリ１５の該当する領域に格納する（ステップＳ５）。また
、入力内容がレベル１と認識されれば、メタデータ・メモリ１５内のレベル１の区画に格
納する（ステップＳ４）。
【００４９】
図３に示したような処理手順に従えば、ユーザは、何かイベントがあると直接出来事を入
力することにより、日記代わりに情報通信装置１を利用することができる。
【００５０】
日記を書く人は意外と多い。Ｗｅｂで自分の日記を公開している人も散見される。そうい
う積極的な人はそのまま情報通信装置１に記入する。情報通信装置１はもともと統合され
たモバイル機器であるという仮定（前述）から、このような文字入力機能を使って体験を
メモするという利用形態も有り得る。特に、このシステムの普及が進むと、ユーザが自ら
進んでメモを取るようになることが予想される。また、音声認識技術の発展により、音声
メモだけでもテキスト変換されて情報通信装置１に蓄積されるようにしてもよい。
【００５１】
また、図４には、アンテナ１１及び無線通信部１２を介して外部の送信機から受信した情
報をメタデータ・メモリ１５に情報を書き込むための動作手順をフローチャートの形式で
示している。この動作手順は、実際には、所定のプログラム・コードを実行中の中央制御
部１３が無線データを処理するという形態で実現される。
【００５２】
ここでは、例えばすべての製品が無線化されており、その送信データにはすべてメタデー
タが付加されているということを仮定する。また、セキュリティ・レベルは２段階だと仮
定する。
【００５３】
まず、各機器間で無線通信が開始され、さまざまなデータのやり取りを行なっている（ス
テップＳ１１）。そして、各機器はメタデータ情報を、ユーザが携行する情報通信装置１
に送信している（ステップＳ１２）。
【００５４】
例えばチューナから壁掛けＴＶへある野球チームの試合データが送信された場合には、そ
のメタデータの情報がある頻度で情報通信装置１に無線で送られている。
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【００５５】
情報通信装置１側では、無線データを受信し、入力データをメタデータ・メモリ１５に蓄
積する際に、設定されたセキュリティ・レベル毎に分別して、セキュリティ・レベルを確
認する（ステップＳ１３、Ｓ１４）。
【００５６】
情報通信装置１内では、例えば図５に示すようなセキュリティ・テーブルを持っており、
それと比較することになる。同図に示す例では、例えば電話や電子メールのような比較的
安全な通信路を用いたデータ伝送においてはより高いセキュリティ・レベルを設定すると
ともに、それ以外のデータ伝送においてはより低いセキュリティ・レベルを設定している
。
【００５７】
そして、セキュリティ・レベルがレベル２と設定されていれば、受信データをレベル２と
してメタデータ・メモリ１５の該当する領域に格納する（ステップＳ１６）。また、受信
データがレベル１と認識されれば、メタデータ・メモリ１５内のレベル１の区画に格納す
る（ステップＳ１５）。
【００５８】
例えばＴＶ番組に関するメタデータの場合には、図５に示すセキュリティ・テーブルによ
ればレベル１なので、ステップＳ１５に従いメタデータ・メモリ１５に格納される。また
、通信に関するメタデータの場合には、ステップＳ１６に従いメタデータ・メモリ１５に
格納される。
【００５９】
近い将来、放送と通信の融合がある程度進んでいることが予想される。このような環境下
で、データの内容を示すためのデータ（ヘッダ）が付加する。これを一般的に“メタデー
タ”と呼ぶ。図６には、メタデータのイメージを示している。同図に示す例では、サッカ
ーをしている画像データに「記録時間」と「画像の内容」が付加されており、このタグの
部分がメタデータに相当する。ＭＰＥＧ７では既に規格化されているものもあり、データ
にメタデータが付くことにより、放送データにもランダム・アクセスや内容検索が可能に
なる。機器はすべてこのメタデータを採用する。
【００６０】
そして、機器間は無線ローカル・ネットワークで接続されていると仮定する。図７には、
同じ作業環境内の各機器が無線で接続されている様子を示している。現在でも、法規制が
許容する範囲内で、ＵＷＢ（ Ultra Wideband）方式を用いれば１００Ｍｂｐｓ伝送は十分
可能であり、数年先には６００Ｍｂｐｓ伝送が実現されていると予測される。回路規模も
非常に小さく、低消費電力も数百ｍＷオーダーなので、モバイル機器への搭載も問題はな
い。１００ｍの伝送距離確保は困難だが、ローカル機器間無線実現性の可能性は高い。
【００６１】
この無線通信を利用することにより、各機器のメタデータはユーザの知らないうちに自分
が携行する情報通信装置１の中に蓄積される。例えば、どんなＴＶを見た、どんな音楽を
聴いたという情報である。当然、これらには決め細やかなレベルをデフォルトで設け、セ
キュリティ・レベルに合わせてファイリングすることになる。
【００６２】
また、図８には、アンテナ１１及び無線通信部１２を介して外部の送信機から受信した情
報をメタデータ・メモリ１５に情報を書き込むための動作手順についての他の例をフロー
チャートの形式で示している。この動作手順は、実際には、所定のプログラム・コードを
実行中の中央制御部１３が無線データを処理するという形態で実現される。この例では、
街角や映画館など実世界上の随所に送信機が設置されていると仮定しており、情報通信装
置１にメタデータが自動的に書き込まれる。
【００６３】
ここでは、例えばすべての製品が無線化されており、その送信データにはすべてメタデー
タが付加されているということを仮定する。また、セキュリティ・レベルは２段階だと仮
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定する。
【００６４】
情報通信装置１を携行するユーザがある作業空間に入ってきたとき、同じ空間に存在する
各送信機は情報通信装置１にメタデータ情報を送信する（ステップＳ２１）。例えば、映
画館に設置されている送信機は、情報通信装置１を携えたユーザが映画館に入ってきたと
きに、その情報を情報通信装置１に送信する。
【００６５】
情報通信装置１側では、無線データを受信し、入力データをメタデータ・メモリ１５に蓄
積する際に、設定されたセキュリティ・レベル毎に分別して、セキュリティ・レベルを確
認する（ステップＳ２２、Ｓ２３）。情報通信装置１内では、例えば図５に示すようなセ
キュリティ・テーブルを持っており、それと比較することになる。
【００６６】
そして、セキュリティ・レベルがレベル２と設定されていれば、受信データをレベル２と
してメタデータ・メモリ１５の該当する領域に格納する（ステップＳ２５）。また、受信
データがレベル１と認識されれば、メタデータ・メモリ１５内のレベル１の区画に格納す
る（ステップＳ２４）。
【００６７】
映画に関するメタデータの場合には、セキュリティ・テーブルに従えばレベル１となるの
で、ステップＳ２４に従いレベル１として格納される。勿論、メタデータが通信に関する
ものであれば、ステップＳ２５に従いレベル２として格納されることになる。
【００６８】
近い将来、誰がどこにいてもシームレスに無線環境を使うことができる。例えばレストラ
ン、映画館、ボーリング場などである。それらの入り口には必ず送信機が設置され、ユー
ザの履歴情報（Ｈｉｓｔｏｒｙ　Ｄａｔａ）として書きこまれるインフラを構築する。つ
まり、映画館に入った時点で、ユーザが携帯している情報通信装置１に「４月１５日１６
:００　タイタニック」というような情報が入力されるのである。
【００６９】
なお、過去データはすべて本発明に係る情報通信装置１内のメタデータ・メモリ１５に蓄
積できると仮定している。１メタデータを６４バイトとして、１日１０００件の書き込み
があったとして、６４キロバイト、１年間で２４メガバイトになり、１００年間使ったと
してもせいぜい２．３ギガバイトである。この２．３ギガバイトという数値は、「ムーア
の法則による半導体プロセスの進歩＋データ圧縮技術の進歩」を考えると、数年先の実現
も決して無理な数値ではないと言える。
【００７０】
また、情報通信装置１を紛失した際の対応策として、内部のデータをすべてホーム・サー
バでバックアップしておくようにしてもよい。過去のデータは見られても所詮メタデータ
・レベルである。また、公開鍵暗号方式（ＰＫＩ）で保護されており、秘密鍵を解かれる
前に鍵を交換する。
【００７１】
本実施形態に係る情報通信装置１は、例えばカード型あるいはその他の携行に適したフォ
ームファクタからなるモジュールとして構成されている。あるいは、普段身に付けている
カフスボタンやイヤリングなどを利用して、ウェアラブル（Ｗｅａｒａｂｌｅ）機器とし
て構成してもよい。勿論、携帯電話機やＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔ）などの既存の携帯型製品にＵＩＭ機能が統合化されてもよい。
【００７２】
このように情報通信装置１に蓄積されている情報を利用して、キャリア・プランニング（
Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ）、認証（Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、情報交流
（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などに役立てることができる。本発明に係る情報通信装
置１が持つこれら主要な用途のことをＣ 3（シースクウェア）とも呼ぶ。
【００７３】
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また、メタデータ・メモリ１５に蓄積されているユーザの過去情報を基に、例えばユーザ
に対応した仮想的な人格（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｅｒｓｏｎ）とも言うべきキャラクタすな
わち "Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ "を育成させてもよい。情報通信機器１を携行することで、Ｃｏ
ｍｐａｎｉｏｎは、ユーザとともに成長する。
【００７４】
以下、本発明に係る情報通信装置１の利用形態について説明する。
【００７５】

図９には、本発明に係る情報通信装置１を用いてリアル・コミュニケーションをサポート
することによって実現されるシナリオ例を示している。
【００７６】
各自（男性Ａ及びＢ）の情報通信装置１の中には、その人の過去に関する情報が格納され
ている。バーのカウンタには小型液晶画面が搭載されたコミュニケーション・マシンが数
台設置されている。２人はそれぞれ所持する情報通信装置１のアンテナ１１をそのコミュ
ニケーション・マシンにかざす。
【００７７】
コミュニケーション・マシン側では、お互いの情報通信機器１から過去の中身を読み出し
て、一致検索を行なう。例えば、昔見た映画が同じであるかもしれないし、実は同じ高校
の出身者であるかもしれない。この例のように、見ず知らずの人であっても、思いもよら
ない共通点があった場合、新密度は急速に増していき、会話が弾んでいく。
【００７８】
情報通信機器１内のメタデータ・メモリ１５ではユーザの過去の情報をセキュリティ・レ
ベル毎に分けて管理していること（図２を参照のこと）は既に述べた。ここで言うセキュ
リティ・レベルとは、自分の過去をどこまで公開すべきであるかという基準を決めるもの
であり、親密な関係であれば同じ情報のセキュリティ・レベルを下げてもよい。また、一
致検索は、どちらかレベルの高いほうに合わせて行なうようにしてもよい。
【００７９】
これは実に単純なシステムであるが、心理学的な裏付けが存在する。心理学的には、対人
関係は以下の５段階で発展していくと考えられる（宮原著「対人関係の発展のＣｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ」を参照のこと）。
【００８０】
出会い→実験→関係強化→統合→結束
【００８１】
それぞれの段階で交わされる対人コミュニケーションには特徴が見られる。本発明者は、
特に重要なのは２番目の「実験」段階であると思料する。簡単な挨拶から始まる「出会い
」の段階では、短時間のうちにお互い相手に関する印象を形成する。図９に示したシナリ
オを例にすれば、男性Ｂが気軽に声をかけた段階がこれに相当する。次の「実験」の段階
では、通常なら世間話や表面的なおしゃべりを通して相手のことを探り合い、自分を抑制
しないで済むような、相手との共通の話題にできる趣味や問題を探しながら、ここからそ
の後の対人関係の発展を判断する。
【００８２】
本発明に係る情報通信装置１は、この共通の話題を見つけるきっかけを与えることができ
る。対面式のコミュニケーションには不慣れな現代人にとっては、相手との共通の話題を
見つける前に自分から諦めてバリアを張ってしまうことが往々にしてある。共通の話題と
いうこのポイントを突破することにより、あとは表面的なコミュニケーションが次第に内
面的なコミュニケーションへと進展して、豊かな情報交換ができるようになれば、さらに
次の「関係強化」の段階に進むべきかどうかを容易且つ正確に判断することができる。
【００８３】
ここで、「同一の経験を共有している程度が大きいほど、効果的なコミュニケーションが
生じる」ということを充分に理解されたい。これは、「実験」段階におけるポイントだと
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いう心理学上の分析である。本発明に係る情報通信装置１によれば、コミュニケーション
・マシンとの協働的動作により、この部分を情報技術によりサポートしていることになる
。
【００８４】
コミュニケーション・マシンは、例えばバーのカウンタに設置され、小さな液晶表示画面
を搭載している。このコミュニケーション・マシンは、カウンタに座った各ユーザの情報
通信装置１から過去のデータを引き出して、一致検索をした後、その結果を表示出力する
。
【００８５】
図１０には、各ユーザの情報通信装置１とコミュニケーション・マシンからなるシステム
構成例を模式的に示している。
【００８６】
同図中のＡ、Ｂはそれぞれ男性Ａ及び男性Ｂが所持する情報通信装置１である。内部には
各ユーザの過去データが蓄積されている。本システムを利用する場合には、例えば無線や
赤外線を使ったローカル・ネットワークでコミュニケーション・マシンに接続する。
【００８７】
本システムに接続する際、公開鍵暗号方式（ＰＫＩ）などを用いて認証を行なう。最初に
各ユーザは、コミュニケーション・マシンＣとのみ認証を行なう。これにより男性Ａの情
報通信装置とコミュニケーション・マシンＣ、並びに男性Ｂの情報通信装置とコミュニケ
ーション・マシンＣが公開鍵のやり取りを行なう。
【００８８】
次いで、コミュニケーション・マシンＣは、男性Ａ及び男性Ｂの情報通信装置からお互い
の過去のデータを吸い上げ、メタデータの一致検索をして、その結果をコミュニケーショ
ン・マシンＣの液晶画面に表示出力する。つまり、各ユーザの情報通信装置同士では直接
的なデータのやり取りは一切行なわない。もしお互いの通信機能でデータを交換してしま
うと、どちらかの過去データをもう一方のユーザの情報通信装置に流してしまうことにな
り、ユーザに抵抗を与えてしまうからである。またコミュニケーション・マシンに関して
も、システム使用後には必ずデータのすべてを消去することをユーザに保証している。
【００８９】
図１１には、コミュニケーション・マシン２の機能構成を模式的に示している。同図に示
すように、コミュニケーション・マシン２は、アンテナ２１と、無線通信部２２と、中央
制御部２３と、ＲＡＭ２４と、公開鍵情報管理部２５と、メタデータ・メモリ２６と、デ
ィスプレイ２７とで構成される。
【００９０】
無線通信部２２は、アンテナ２１を介した無線データの変復調、符号化／復号化など、近
隣のユーザが所持する情報通信装置との間でデータの送受信処理を行なう。ここで言う無
線通信には、例えばＲＦ－ＩＦや、ＩＣカードで利用される電磁誘導作用に基づく非接触
データ通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの近接データ通信方式を採用することができる。
【００９１】
中央制御部２３は、所定のプログラム・コードを実行することにより、データ送受信処理
、メタデータのメモリ管理など、コミュニケーション・マシン２全体の動作を統括的にコ
ントロールする。
【００９２】
ＲＡＭ２４は、中央制御部２３の作業メモリとして、あるいは送受信データのバッファと
して作用する。
【００９３】
公開鍵情報管理部２５は、各ユーザの情報通信装置と無線接続する際に行なう認証手続き
に利用する公開鍵情報を管理している。
【００９４】
メタデータ・メモリ２６は、中央制御部２３の管理下で、アンテナ２１及び無線通信部２
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２を介して得られる実世界情報の保管を行なう。
【００９５】
ディスプレイ２７は、例えば液晶表示装置などで構成され、例えば、各ユーザの情報通信
装置１から引き出された過去のデータの一致検索結果の表示に利用される。
【００９６】
図１０に示す例では、コミュニケーション・マシン２は、最初に男性Ａが所持する情報通
信装置と通信を行なう。それぞれは公開鍵情報を持っており、コミュニケーション・マシ
ン２は公開鍵情報を管理部２５に持ち、まずこの情報の交換を行なう。これにより、男性
Ａが所持する情報通信装置とコミュニケーション・マシン２はセキュアに情報を交換する
ことが可能になる。
【００９７】
その後、男性Ａが所持する情報通信装置からの過去情報はＲＡＭ２４に一旦蓄積され、男
性Ａが所持する情報通信装置からのデータとして認識した後に、メタデータ・メモリ２６
に格納される。
【００９８】
また、これと同様の操作を男性Ｂが所持する情報通信装置に対しても行ない、メタデータ
・メモリには男性Ａと男性Ｂの双方から得たメタデータが蓄積されることになる。これが
３人以上の場合には、さらに同じ動作を行なうことになる。
【００９９】
メタデータ・メモリ２６のデータが蓄積された後は、コミュニケーション・マシン２はデ
ータの一致検索を行ない、その一致検索結果をディスプレイ２７に表示出力する。
【０１００】
なお、無線通信部２２、公開鍵情報部２５、ＲＡＭ２４、メタデータ・メモリ２６、並び
にディスプレイ２７の動作はすべて中央制御部２３により統括的にコントロールされてい
る。
【０１０１】
なお、コミュニケーション・マシン２との接続時に各ユーザの本人確認を行なう必要性は
、アプリケーションの深刻さに依存する。本発明に係る情報通信装置１は、統合されたモ
バイル機器である可能性が高く、例えば携帯電話機に搭載されている場合もある。近い将
来、携帯電話では第３世代（以下、３Ｇと略記）と呼ばれる無線通信方式が主流になる。
この３Ｇは、日本と欧州が中心に開発を進めてきたＣＤＭＡ－ＤＳ（Ｗ－ＣＤＭＡ）と米
国を中心にしたＣＤＭＡ－ＭＣ（ｃｄｍａ２０００）があり、異なる方式を採用した国の
間で同一の電話機をそのまま利用することはできない。そこで  ＩＴＵ（国際電気通信連
合）は、３Ｇそのものである“ＩＭＴ－２０００”という規格の中で、異なる方式の電話
機であっても共通のＩＣカードを差し替えて使用することで、電話番号や課金情報をその
まま引き継いで使う方法を採用した。これがＵｓｅｒ  Ｉｄｅｎｔｉｔｙ  Ｍｏｄｕｌｅ（
ＵＩＭ）カードである。このＵＩＭにクレジット機能が加われば、３Ｇを電子マネーとし
て使用でき、個人情報を記録できれば、個人を証明するＩＤ代わりに活用できる。
【０１０２】
図１０に示す本発明の実施形態では、このＵＩＭ機能を利用し、情報通信装置１の使用者
が本当に本人かどうかを確認したい場合には、コミュニケーション・マシンＣを経由して
通信事業者に問い合わせることにより、情報通信装置１内の情報と本人の認証をＰＩＮ（
Ｐｕｂｌｉｃ  Ｉｄｅｎｔｉｆｙ  Ｎｕｍｂｅｒ）などを利用してとることも可能である。
【０１０３】
以下、情報通信装置１を用いたリアル・コミュニケーション・サポートのさらなる応用例
について詳解する。
【０１０４】

１０代並びに２０代を中心にした若者の世代は、常に出会いやコミュニケーションを求め
ており、例えば居酒屋やクラブ、ファーストフード店に、本発明に係る情報通信装置１を
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利用した上記のシステムを導入することで、効率的なコミュニケーション・エリアを構築
することができる。この場合、店舗はいわゆるホットスポット（ＨｏｔＳｐｏｔ）として
展開することが予想され、経営者にとっては集客力の強化が見込まれる。図９に示したシ
ナリオ例では一対一の一致検索であったが、これを複数人で実現することができれば、新
たなアプリケーションの出現も期待できる。
【０１０５】
同じ“同世代コミュニケーション”でも、高齢者にも十分ニーズがあるということに注目
したい。都市部には「老人大学」という施設があり、そこの入学動機調査を藤田教授が行
なった結果がある (１９８５年 )。これによると、入学動機の５割以上の人が「友人とコミ
ュニケーションをとること」という理由を掲げているという。これは老人ホームやカルチ
ャー・センターでの調査でも同様の結果であることが示されている。このリポートによる
と、老人大学入学者の特徴の１つに男性の割合が８割と非常に多いことが挙げられている
。この年代の高齢者は、これまで男性は仕事、女性は家庭という役割分業の固定化が強か
ったこともあって、男性は退職後に原則として人間関係が切れてしまい、気が付いたとき
にはコミュニケーションがとれる友達が周囲に誰もいなくなり、あわてて友人を求めて入
学してくるケースが多いらしい。
【０１０６】
さらに男性は、企業組織がピラミッドで示される程のタテ社会で活動をしてきたため、老
人大学や老人ホームなど、「ヨコ社会」に馴染むまでになかなかコミュニケーションがと
れず、大変な思いするケースが多い。最初に「○○大学教授」など、昔の肩書きがついた
名刺に線を引いて挨拶する人、「元部長」など、「元」がついた名刺をわざわざ作らない
とコミュニケーションが始められない人など、さまざまである。こんな場面でこそ、図１
０に示したようなコミュニケーション・サポート・システムが好適に作用する。特に同世
代であればさまざまな共通点があるはずで、過去データの一致検索によりすぐにコミュニ
ケーションをとることができる。
【０１０７】

本発明者は、図１０に示したコミュニケーション・サポート・システムを異世代コミュニ
ケーションにと起用することについて特に注目している。
【０１０８】
対人コミュニケーションは年齢により相違する。それは年齢によってその人がおかれてい
る社会状況と肉体的・社会的能力が違ってくるからである。これまでに子供の対人行動メ
カニズムについては、発達心理学や児童心理学というように多くの解析結果があり、若者
の対人行動メカニズムについても、青年心理学において検討がなされている。しかし高齢
者の対人行動メカニズムや、高齢者と年下の人とのメカニズムについては、未だに十分な
研究がなされていないのが現実である。
【０１０９】
１９８０年に提出されたＥＰＰＳという「社会欲求を測定するパーソナリティテスト」に
よる高齢者と壮年者の社会的欲求についての比較調査結果では、高齢者は決して壮年者に
関して関心を寄せていないのではなく、むしろ強い関心を寄せていて、共通の話題さえあ
れば、積極的にコミュニケーションを取りたがっていることが明示されている。高齢者は
「世話」になる関係を避けたいのであって、「対等」や「支配」の関係は持ちたいという
結果である。ここでも図１０に示したコミュニケーション・サポート・システムは有効に
活用できると思われる。
【０１１０】

ここでいう伝言板システムは、例えば就職・転職活動で求人や求職を探す場合、あるいは
結婚情報サービスにおいて結婚相手を探す場合に、年齢、性別、趣味、身長、学歴などと
いった、探索に必要な情報を伝言板システム側から情報通信装置１に指示し、所望の情報
のみを取得する。
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Ｂ－２．異世代コミュニケーション

Ｃ．伝言板システム



【０１１１】
図１２には、本発明を適用した伝言板システム３の機能構成を模式的に示している。同図
に示すように、伝言板システム３は、アンテナ３１と、無線通信部３２と、中央制御部３
３と、フォーマット設定部３４と、データ・メモリ３５と、ディスプレイ３６と、オンラ
イン通信インターフェース３７とで構成される。
【０１１２】
無線通信部３２は、アンテナ３１を介した無線データの変復調、符号化／復号化など、近
隣のユーザが所持する情報通信装置との間でデータの送受信処理を行なう。ここで言う無
線通信には、例えばＲＦ－ＩＦや、ＩＣカードで利用される電磁誘導作用に基づく非接触
データ通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの近接データ通信方式を採用することができる。
【０１１３】
中央制御部３３は、所定のプログラム・コードを実行することにより、データ送受信処理
、メタデータのメモリ管理など、コミュニケーション・マシン２全体の動作を統括的にコ
ントロールする。
【０１１４】
フォーマット設定部３４は、各ユーザの情報通信装置１に蓄積されている過去データを伝
言板上で提示するのに適したフォーマットに整形するのに必要な情報を管理している。
【０１１５】
データ・メモリ１５は、伝言板上で提示するためのフォーマット整形後のデータを蓄積す
る。
【０１１６】
ディスプレイ３６は、例えば液晶表示装置で構成され、例えば、データ・メモリ１５内に
蓄積されているデータを伝言板の形式で提示する。
【０１１７】
オンライン通信インターフェース３７は、所定の情報センタ（図示しない）にオンライン
接続して、内容検索などのために使用される。
【０１１８】
図１３には、この伝言板システム３において、ユーザの情報通信装置から取得した情報を
伝言板上で提示するための動作手順をフローチャートの形式で示している。この動作手順
は、実際には、中央制御部３３が所定のプログラム・コードを実行するという形態で実現
される。但し、以下ではユーザが伝言板上でバイト探しをする場合を例にとって説明する
。例えば、「時間はあるがお金がない」という状況の場合、バイト探し専用の伝言板シス
テムにユーザ自身の情報通信装置１を近づけ、伝言板上で提示された情報を基に、求人す
る企業が適した人材を見つけることができる。
【０１１９】
まず、バイト先を探しているユーザが、伝言板システム３に自分の情報通信装置１を接近
させる（ステップＳ３１）。
【０１２０】
伝言板システム３は、情報通信装置１を検知して、フォーマット設定情報を情報通信装置
１に送信する（ステップＳ３２）。
【０１２１】
これに対し、情報通信装置１は、メタデータ・メモリ１５に蓄積されているユーザの過去
データをフォーマット設定情報に従って整形して、伝言板システム３に送信する（ステッ
プＳ３３）。
【０１２２】
伝言板システム３は、情報通信装置１側から取得した情報をデータ・メモリ３５に格納し
て、これをディスプレイ３６から表示出力する（ステップＳ３４）。ここで表示される内
容は、フォーマット設定情報に書かれていた内容になる。この例の場合にはバイト探しで
あるので、年齢、性別、過去の経験など、通常の履歴書に書かれている内容が無記名で表
示されることになる。
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【０１２３】
一方、求人を行なう企業は、ディスプレイ３６の表示内容を直接閲覧するか、又は、オン
ライン通信インターフェース３７を介して伝言板システム３に接続して、オンラインで検
索を行なう（ステップＳ３５）。
【０１２４】
伝言板システム３上で検索した結果、もし適合者がいない場合には（ステップＳ３６）、
ステップＳ３５に戻り、再度検索条件を設定する。
【０１２５】
一方、適合者が存在する場合には、適合者に連絡をとる（ステップＳ３７）。この連絡方
法は任意であり、例えば電子メールや電話でもよい。
【０１２６】
［追補］
以上、特定の実施形態を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明で
ある。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、本明細書の記載内容
を限定的に解釈するべきではない。本発明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特
許請求の範囲の欄を参酌すべきである。
【０１２７】
【発明の効果】
以上詳記したように、本発明によれば、情報交流の他、人間関係の形成を好適にサポート
することができる、優れたコミュニケーション手段を提供する情報通信装置及び情報通信
方法、情報交流・人間関係形成支援システム及び情報交流・人間関係形成支援方法、並び
にコンピュータ・プログラムを提供することができる。
【０１２８】
また、本発明によれば、仮想世界経由のコミュニケーションの際に対面式で得られる情報
交流や人間関係の形成を好適にサポートすることができる、優れたコミュニケーション手
段を提供する情報通信装置及び情報通信方法、情報交流・人間関係形成支援システム及び
情報交流・人間関係形成支援方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に適用される情報通信機器１の機能構成を模式的に示した図である。
【図２】メタデータ・メモリ１５が持つ記憶空間の構成を模式的に示した図である。
【図３】ユーザが直接メタデータ・メモリ１５に情報を書き込むための動作手順を示した
フローチャートである。
【図４】無線データをメタデータ・メモリ１５に書き込むための動作手順を示したフロー
チャートである。
【図５】セキュリティ・テーブルの構成例を示した図である。
【図６】メタデータのイメージを示した図である。
【図７】同じ作業環境内の各機器が無線で接続されている様子を示した図である。
【図８】無線データをメタデータ・メモリ１５に書き込むための動作手順についての他の
例を示したフローチャートである。
【図９】本発明の１つの利用形態におけるシナリオを示した図である。
【図１０】各ユーザの情報通信装置１とコミュニケーション・マシンからなるシステム構
成例を模式的に示した図である。
【図１１】コミュニケーション・マシンの機能構成を模式的に示した図である。
【図１２】本発明を適用した伝言板システム３の機能構成を模式的に示した図である。
【図１３】伝言板システム３においてユーザの情報通信装置から取得した情報を伝言板上
で提示するための動作手順を示したフローチャートである。
【符号の説明】
１…情報通信機器

10

20

30

40

50

(17) JP 4002150 B2 2007.10.31



１１…アンテナ，１２…無線通信部
１３…中央制御部，１４…ＲＡＭ
１５…メタデータ・メモリ
１６…ユーザ入力インターフェース
１７…セキュリティ・レベル設定インターフェース
２…コミュニケーション・マシン
２１…アンテナ，２２…無線通信部
２３…中央制御部，２４…ＲＡＭ
２５…公開鍵情報管理部
２６…メタデータ・メモリ
２７…ディスプレイ
３…伝言板システム
３１…アンテナ，３２…無線通信部
３３…中央制御部，３４…フォーマット設定部
３５…データ・メモリ
３６…ディスプレイ
３７…オンライン通信インターフェース
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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